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H004 摂食機能療法
注３ イ 経口摂取回復促進加算１ 185点
注３ ロ 経口摂取回復促進加算２※ 20点

鼻腔栄養を実施している患者又は胃瘻を増設している患者に対して実施した場合に、治療開始日から起算して６月を限度として、摂食機能療法の点
数に加算する。

【施設基準】
○ 専従の常勤言語聴覚士が１名以上

（経⼝摂取回復促進加算１）
○ 経口摂取回復率35％以上

（経⼝摂取回復促進加算２）
○ ４月前までの３か⽉間に摂⾷機能療法を開始した⼊院患者の３
割以上について、３⽉以内に経⼝摂取のみの状態へ回復 等

【算定要件】
○ 鼻腔栄養又は胃瘻の患者に対して実施した場合に加算する。
○ 月に１回以上嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を実施
○ 月に１回以上、医師、⻭科医師、言語聴覚士、看護師、准看護師、
⻭科衛⽣⼠、理学療法⼠⼜は作業療法⼠を含む多職種によるカン
ファレンス等を⾏い、計画の⾒直し、嚥下調整⾷の⾒直し等を実施

○ 治療開始日から起算して６月以内に限り加算
○ 当該加算を算定する月においては、内視鏡下嚥下機能検査・嚥下
造影は算定できない（胃瘻造設の判断のためのものを除く。） 等

経口摂取回復促進加算の概要

出典（算定回数）︓社会医療診療⾏為別統計（平成27年より）、社会医療診療⾏為別調査（平成26年まで）（各年６⽉審査分）
出典（届出施設数）︓保険局医療課調べ（各年７⽉１⽇時点）

※ 平成28年度に新設
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経口摂取回復促進加算２（算定回数）

経口摂取回復促進加算１（算定回数）

経口摂取回復促進加算１（届出施設数）

経口摂取回復促進加算２（届出施設数）

（施設）

経口摂取回復促進加算（算定回数、届出施設数）




